
�３ 申告及び処理の状況

区 分
課 税 価 格 納 付 税 額

被相続人の数
相続人の数 金 額 相続人の数 金 額

本 年 分
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申 告 額

修正申告による増差額

更正による増差額

更正等による減差額

決 定 額

計

人 千円 人 千円 人

２０，９８７ １，７０９，４４９，８０２ １７，７３７ １９１，１９３，３１６ ６，８７２

３１３ ７，６７８，６９８ ６１８ ３，５４８，６５６ ２４５

１ ９９，５４６ ８ ３１，８２０ ２

２１０ △７，８１７，０１６ ３０７ △３，９６４，４０２ １２７

１ ４１，７１３ １ １，１４７ １

実 ２０，９５２ １，７０９，４５２，７４３ 実 １７，７０９ １９０，８１０，５３８ ※実 ６，８７２

過 年 分
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申 告 額

修正申告による増差額

更正による増差額

更正等による減差額

決 定 額

計

４９６ ２５，４５０，８８０ ４４２ １，６６９，５２４ ２１４

２，２６９ ３７，２９１，３９９ ３，７６５ ８，８９４，８０１ １，３２４

２４ ５５６，１８６ ４４ ２４４，６０６ ２１

１，１９８ △２０，４１３，６９１ １，６０５ △７，９６６，６６２ ６０６

５ ２０９，８３４ ５ ４８，１６６ ５

実 ４４８ ４３，０９４，６０８ 実 ４６４ ２，８９０，４３５ 実 ２１４

合 計
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申 告 額

修正申告による増差額

更正による増差額

更正等による減差額

決 定 額

計

２１，４８３ １，７３４，９００，６８２ １８，１７９ １９２，８６２，８４０ ７，０８６

２，５８２ ４４，９７０，０９７ ４，３８３ １２，４４３，４５７ １，５６９

２５ ６５５，７３２ ５２ ２７６，４２６ ２３

１，４０８ △２８，２３０，７０７ １，９１２ △１１，９３１，０６３ ７３３

６ ２５１，５４７ ６ ４９，３１３ ６

実 ２１，４００ １，７５２，５４７，３５１ 実 １８，１７３ １９３，７００，９７３ 実 ７，０８６

調査対象等：「本年分」は、平成１３年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１４年１０月３１日までの申告又は処理（更正、決
定等）による課税事績を、「申告書、決議書等」に基づいて作成した。
「過年分」は、平成１２年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１３年１１月１日から平成１４年６月３０日までの間
の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、平成１１年以前に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成１３年
７月１日から平成１４年６月３０日までの間の申告又は処理（更正、決定等）による課税事績を、「申告書、決議書等」に基づいて作
成した。

（注） １ 「相続人の数」及び「被相続人の数」欄の「実」は、実人員を示す。
２ 増（減）差額の区分は差引税額（納税猶予前）の増減により判定している。

５ 相 続 税

１００




